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社会保険労務士 特別講演会 

社労士で独立開業するために何が必要か？ 
～必集！助成金マスター術！等、人気講師が語る極意とは～ 

12 月 15 日（土） ＬＥＣ 池袋本校 にて 
 

 各種資格・国家試験の総合スクール東京リーガルマインド（ＬＥＣ）は、12 月15 日(土)に、ＬＥＣ池袋本校にて、社会保険労務士・ 

新保 智氏をお招きし、『社労士で独立開業するために何が必要か？～必集！助成金マスター術！等、人気講師が語る極意と

は～』と題した特別講演会を開催いたします。本講演会は、ドラゴン龍企画「若きサムライ士龍に訊く！講演会シリーズ」となって

います。 
 

＊LEC のドラゴン龍企画第2 弾「若きサムライ士龍に訊く！講演会シリーズ」とは？ 
 

 
 
 

 
 

◆ 独立開業のノウハウを伝授します！   
少子高齢化社会の進展に伴う社会保障制度の見直しが注目されているほか、働き方の多様化や終身雇用、年功序列など日

本独自の人事制度が崩れ、企業等においては、このような時代の変化に即した労務管理、労働環境等の整備の必要性が高まり

をみせています。そのような場面で、その専門性やスキルで迅速かつ的確に応じることができるのが、社会保険労務士です。 

今回お話いただく新保氏は、某大手外食チェーンにて、スーパーバイザーや本社スタッフなど、さまざまな業務をご経験なさ

り、同外食チェーンフランチャイズ会社を埼玉県で設立、経営もされていました。現在は、その経験やノウハウを活かし、社会保

険労務士として活躍、後進の指導にも携わっていらっしゃいます。 

本講演では、新保氏より、自らのご経験を踏まえながら、社会保険労務士で独立開業するために何が必要か、その極意につ

いてお話いただきます。 
 

◆ 講演会概要  
タイトル 社労士で独立開業するために何が必要か？～必集！助成金マスター術！等、人気講師が語る極意とは～

講師 

新保
し ん ぽ

 智
さとし

 氏 （新保社会保険労務士事務所／社会保険労務士） 
 
 
 

 

開催日時 2012 年12 月15 日（土）11：00～12：30 質疑応答含む 

会場 

ＬＥＣ 池袋本校 
【所在地】 東京都豊島区南池袋1-25-11 第15 野萩ビル（受付4 階） 
【交  通】 JR・西武池袋線・東武東上線・副都心線池袋駅東口を出て、徒歩3分。またはJR有楽町線南口改札を出て、西武百

貨店方向へ直進。南池袋、雑司ヶ谷方面地下道路進み、39 番出口より徒歩1 分。 

参加料 無料 

対象 社会保険労務士資格にご関心のある方、社会保険労務士を目指している方、社会保険労務士業務に従事している方 

★詳細はこちら→ http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/ikebukuro_sharoushi_20121215.html 
************************************************************************************************************************ 
本件に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド コールセンター    TEL：0570-064-464 
取材に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド 広報課          TEL：03-5913-6220 

受験勉強は多数の鯉が池の中で泳いでいるが如き状況です。その中で自ら努力し、滝登りをした鯉のみが勝利し、龍となることができます。本シリーズ
では、その龍の中で、さらに天を舞うがごとくご活躍をなさっている実務家の先生方（＝士龍）をお招きし、合格後に待ち受けている世界の面白さや辛さを
自らの経験をもとにお話いただきます。昇り龍のように、勢い良く突き進む各業界の実務家のお話を通じて、資格取得を目指されている方のやる気を奮起
し、実務家としての羅針盤を見つけることができる機会となることをねらいとしています。 
※詳細はこちら→http://www.lec-jp.com/event/dragon/ 

＜ご略歴＞ 
大学卒業後、大手外食チェーンに就職。16 年間、大手外食チェーンの店長、スーパーバイザー、
本社スタッフを経験後、会社を設立する。その後、17 年間飲食業経営に携わる。 
現在、会社経営のノウハウを活かして、経営者、労働者の皆様のお役に立つために、埼玉で社
会保険労務士事務所を設立し、就業規則の作成や助成金の申請を中心に特定社会保険労務士と
して活動中。 


